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令和元年度市町村決算 健全化判断比率等の概要

⑴ 実質赤字比率

１ 健全化判断比率

⑵ 連結実質赤字比率

○ 早期健全化基準（標準財政規模に応じ16.25％～20％）以上の団体はありません。
○ 連結実質赤字額が生じた団体もありません。

＊連結実質赤字比率･･･ 普通会計に公営事業会計の収支を合算し、地方公共団体全体として
の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の程度を示すものです。

○ 早期健全化基準（標準財政規模に応じ11.25％～15％）以上の団体はありません。
○ 実質赤字額が生じた団体もありません。

＊実質赤字比率･･･ 地方公共団体の普通会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化
の程度を示すものです。

⑶ 実質公債費比率

○ 早期健全化基準（25％）以上の団体はありません。

＊実質公債費比率･･･ 借入金（地方債）の返済額及びこれに類する額の大きさを指標化し、
財政運営の悪化の程度を示すものです。

⑷ 将来負担比率

○ 早期健全化基準（350％）以上の団体はありません。

＊将来負担比率･･･ 普通会計の借入金（地方債）や将来支払う予定にある退職手当負担金等
の大きさを指標化し、将来の財政運営への見通しを示すものです。
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２ 資金不足比率

○ 公営企業会計数 ： 101会計

○ 経営健全化基準（資金不足比率20％）以上の公営企業会計はありません。
資金不足が生じた団体：宮古島市公共下水道事業会計（資金不足比率：１．６％）

※ 地方公営企業法適用に伴い、出納整理期間のない決算となったことで、未収入は令和２年度の

歳入として扱われることから、実質的な資金不足は発生しておりません。

＊ 資金不足比率・・・ 公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と
比較して指標化し、経営状態の悪化の程度を示すものです。

３ まとめ

○ 健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の観点から最低限必要な指標として、「地方
公共団体の財政の健全化に関する法律（以下、「健全化法」という。）」で定められています。

○ 令和元年度決算に基づく健全化判断比率において、県内市町村で早期健全化基準以上の団
体はありません。

○ 全ての市町村等においては、引き続き健全で持続可能な財政運営への不断の取組が必要
であり、特に公営企業においては、公営企業会計の適用や経営戦略の策定など経営基盤の
強化に向けた取組が求められております。

○ 令和元年度決算に基づく資金不足比率において、県内市町村で経営健全化基準以上の団体
はありません。

2



(単位：％）

連番 団体名 標準財政規模 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

（百万円） 早期健全化基準 早期健全化基準 （早期健全化基準25％） （早期健全化基準350％）

1 那 覇 市 69,564 - 11.25 - 16.25 10.4 64.9

2 宜野湾市 19,433 - 12.52 - 17.52 7.9 69.2

3 石 垣 市 14,019 - 12.86 - 17.86 7.3 25.8

4 浦 添 市 23,515 - 12.19 - 17.19 5.7 35.0

5 名 護 市 16,391 - 12.68 - 17.68 5.7 35.0

6 糸 満 市 12,511 - 13.00 - 18.00 8.2 33.3

7 沖 縄 市 29,710 - 11.82 - 16.82 6.0 18.8

8 豊見城市 11,651 - 13.10 - 18.10 9.5 96.9

9 うるま市 28,099 - 11.90 - 16.90 7.3 0.8

10 宮古島市 18,625 - 12.56 - 17.56 7.2 20.6

11 南 城 市 11,349 - 13.14 - 18.14 7.1 -

12 国 頭 村 2,988 - 15.00 - 20.00 6.7 -

13 大宜味村 1,903 - 15.00 - 20.00 7.2 -

14 東 村 1,507 - 15.00 - 20.00 8.8 -

15 今帰仁村 2,963 - 15.00 - 20.00 9.5 -

16 本 部 町 3,885 - 15.00 - 20.00 10.0 22.2

17 恩 納 村 3,344 - 15.00 - 20.00 5.3 -

18 宜野座村 2,206 - 15.00 - 20.00 8.8 -

19 金 武 町 3,703 - 15.00 - 20.00 4.2 -

20 伊 江 村 2,578 - 15.00 - 20.00 4.6 -

21 読 谷 村 7,614 - 13.86 - 18.86 3.4 -

22 嘉手納町 4,284 - 15.00 - 20.00 -1.7 -

23 北 谷 町 7,177 - 13.99 - 18.99 3.4 -

24 北中城村 4,022 - 15.00 - 20.00 5.6 61.8

25 中 城 村 4,449 - 15.00 - 20.00 7.8 34.5

26 西 原 町 6,614 - 14.19 - 19.19 8.8 75.8

27 与那原町 4,039 - 15.00 - 20.00 5.7 50.2

28 南風原町 7,352 - 13.93 - 18.93 9.9 96.1

29 渡嘉敷村 721 - 15.00 - 20.00 4.6 -

30 座間味村 822 - 15.00 - 20.00 14.2 154.1

31 粟 国 村 669 - 15.00 - 20.00 6.9 28.9

32 渡名喜村 398 - 15.00 - 20.00 7.9 -

33 南大東村 1,270 - 15.00 - 20.00 9.3 -

34 北大東村 780 - 15.00 - 20.00 8.6 9.6

35 伊平屋村 1,093 - 15.00 - 20.00 4.6 82.5

36 伊是名村 1,262 - 15.00 - 20.00 5.5 -

37 久米島町 3,796 - 15.00 - 20.00 6.2 0.1

38 八重瀬町 6,893 - 14.08 - 19.08 9.7 56.5

39 多良間村 1,082 - 15.00 - 20.00 7.8 -

40 竹 富 町 3,359 - 15.00 - 20.00 4.9 -

41 与那国町 1,654 - 15.00 - 20.00 6.3 -

市 平 均 8.0 39.9

町 村 平 均 6.4 -

市 町 村 平 均 7.5 23.0

（注）

  ２　実質公債費比率と将来負担比率の平均値は、加重平均値です。

  １　実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「－」を
　  記載しています。

　県内市町村の令和元年度決算に基づく健全化判断比率資料1
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(単位：％）

連番 団体名 標準財政規模

（百万円） R元（確報値） H30（確報値） 増減 R元（確報値） H30（確報値） 増減

1 那 覇 市 69,564 10.4 11.5 △ 1.1 64.9 74.2 △ 9.3

2 宜野湾市 19,433 7.9 7.8 0.1 69.2 65.8 3.4

3 石 垣 市 14,019 7.3 7.1 0.2 25.8 16.1 9.7

4 浦 添 市 23,515 5.7 6.7 △ 1.0 35.0 30.8 4.2

5 名 護 市 16,391 5.7 5.8 △ 0.1 35.0 33.6 1.4

6 糸 満 市 12,511 8.2 8.3 △ 0.1 33.3 55.9 △ 22.6

7 沖 縄 市 29,710 6.0 6.0 0.0 18.8 14.0 4.8

8 豊見城市 11,651 9.5 8.9 0.6 96.9 115.0 △ 18.1

9 うるま市 28,099 7.3 7.7 △ 0.4 0.8 - △4.7

10 宮古島市 18,625 7.2 7.1 0.1 20.6 15.5 5.1

11 南 城 市 11,349 7.1 7.1 0.0 - - -

12 国 頭 村 2,988 6.7 6.5 0.2 - - -

13 大宜味村 1,903 7.2 6.1 1.1 - - -

14 東 村 1,507 8.8 7.1 1.7 - - -

15 今帰仁村 2,963 9.5 9.5 0.0 - - △16.1

16 本 部 町 3,885 10.0 9.2 0.8 22.2 30.9 △ 8.7

17 恩 納 村 3,344 5.3 5.6 △ 0.3 - - -

18 宜野座村 2,206 8.8 7.7 1.1 - - -

19 金 武 町 3,703 4.2 4.5 △ 0.3 - - -

20 伊 江 村 2,578 4.6 4.9 △ 0.3 - - -

21 読 谷 村 7,614 3.4 2.7 0.7 - - -

22 嘉手納町 4,284 -1.7 -1.7 0.0 - - -

23 北 谷 町 7,177 3.4 3.5 △ 0.1 - - -

24 北中城村 4,022 5.6 5.6 0.0 61.8 64.5 △ 2.7

25 中 城 村 4,449 7.8 8.6 △ 0.8 34.5 32.2 2.3

26 西 原 町 6,614 8.8 8.5 0.3 75.8 83.7 △ 7.9

27 与那原町 4,039 5.7 5.3 0.4 50.2 25.5 24.7

28 南風原町 7,352 9.9 9.6 0.3 96.1 103.8 △ 7.7

29 渡嘉敷村 721 4.6 4.1 0.5 - - -

30 座間味村 822 14.2 16.0 △ 1.8 154.1 174.0 △ 19.9

31 粟 国 村 669 6.9 6.1 0.8 28.9 37.0 △ 8.1

32 渡名喜村 398 7.9 9.5 △ 1.6 - - -

33 南大東村 1,270 9.3 8.6 0.7 - - -

34 北大東村 780 8.6 9.3 △ 0.7 9.6 15.9 -

35 伊平屋村 1,093 4.6 5.4 △ 0.8 82.5 52.1 30.4

36 伊是名村 1,262 5.5 5.3 0.2 - - -

37 久米島町 3,796 6.2 6.8 △ 0.6 0.1 3.1 △ 3.0

38 八重瀬町 6,893 9.7 10.0 △ 0.3 56.5 61.6 △ 5.1

39 多良間村 1,082 7.8 8.4 △ 0.6 - - -

40 竹 富 町 3,359 4.9 5.1 △ 0.2 - - -

41 与那国町 1,654 6.3 5.4 0.9 - - -

市 平 均 8.0 8.3 △ 0.3 39.9 41.7 △ 1.8

町 村 平 均 6.4 6.3 0.1 - - -

市 町 村 平 均 7.5 7.8 △ 0.3 23.0 23.6 △ 0.6

(注)

  ２　実質公債費比率と将来負担比率の平均値は、加重平均値です。

実質公債費比率及び将来負担比率の平成30年度との対比

将来負担比率実質公債費比率

  １　将来負担比率が算定されない場合は、「－」を 記載しています。

資料２
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(単位：％）

団体名 特別会計の名称 資金不足比率

事業区分 経営健全化基準

宮古島市 公共下水道事業特別会計 公共下水道 1.6 20.0

(注)　資金不足が生じた公営企業会計のみ記載しています。

　　　(算定を行った公営企業会計数：101)

県内市町村等公営企業の令和元年度決算に基づく資金不足比率

資料３
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- 1 -

【用語説明】

一般会計等

地方公共団体財政健全化法における実質赤字比率の対象となる会計で、地方公

共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のものが該当します。これは、地方財

政統計で用いられている普通会計とほぼ同様の範囲ですが、地方財政統計で行っ

ているいわゆる「想定企業会計」など、一の会計を区分することはしません。

標準財政規模

地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模

を示すもので、標準税収入額等に普通交付税等を加算した額をいいます。

健全化判断比率

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の４つ

の財政指標の総称です。地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが一

定基準以上となった場合には、財政健全化計画又は財政再生計画を策定し、財政

の健全化を図らなければなりません。

健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであると

ともに、他団体と比較することなどにより、当該団体の財政状況を客観的に表す意

義を持つものです。

実質赤字額

当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、形式収支から、

翌年度に繰り越すべき継続費逓次繰越や繰越明許費繰越等の財源を控除した額

をいいます。

実質赤字額がある団体を通常「赤字団体」と呼んでいます。

連結実質赤字比率

公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は

資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。

すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を

指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともい

えます。

実質公債費比率

当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標

準財政規模を基本とした額※に対する比率です。

借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程
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- 2 -

度を示す指標ともいえます。

地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、起債に協議を要する団体と

許可を要する団体の判定に用いられる地方財政法の実質公債費比率と同じです。

※ 標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額

（将来負担比率において同じ。）。

将来負担比率

地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共

団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした

額に対する比率です。

地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある

負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す

指標ともいえます。

早期健全化基準

地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況

において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤

字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれにつ

いて定められた数値です。

財政再生基準

地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化によ

り自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の

健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費

比率のそれぞれについて、早期健全化基準を超えるものとして定められた数値で

す。

公営企業（法適用企業・法非適用企業）

公営企業とは地方公共団体が経営する企業であり、法適用企業と法非適用企業

に分類されます。地方公共団体財政健全化法においては、地方公営企業法の全部

又は一部を適用している事業を法適用企業、地方財政法第６条の規定により特別

会計を設けて事業の経理を行っている公営企業であって法適用企業以外のものを

法非適用企業と定義しています。

法適用企業には、地方公営企業法の全部を適用することが法律で定められてい

る上水道、工業用水道、軌道、鉄道、自動車運送、電気（水力発電等）、ガスの７事

業、法律により財務規定等を適用するように定められている病院事業（以上、当然

適用事業）、及び条例で地方公営企業法の全部又は財務規定等を任意で適用する

事業（任意適用事業）があります。法非適用事業には、下水道事業、宅地造成事
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- 3 -

業、観光施設事業等（それぞれ地方公営企業法を任意適用していないものに限

る。）があります。

公営企業の経理は特別会計を設けて行うこととされており、その特別会計を公営

企業会計といいます。法適用企業の公営企業会計は、企業会計方式により経理が

行われ、法非適用企業は、一般会計と同様、地方自治法に基づく財務処理が行わ

れます。

資金の不足額

公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもので、法適用企業については流

動負債の額から流動資産の額を控除した額を基本として、法非適用企業について

は一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額を基本としています。

資金不足比率

当該地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する

比率です。公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と

比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

経営健全化基準

地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基

準として、資金不足比率について定められた数値です。
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